
平成 31 年 2 月

平成 30 年度 平成 39 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,490 円 3,198 円

3,170 円 3,038 円

3,170 円 2,884 円

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法非適用

身延町下水道事業経営戦略

平成9年度
（経過年数22年）

身延町

農業集落排水事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

12.50人/ha

　１処理場（上之平浄化センター）

無

･一般家庭用と区別せず、一律の下水道使用料体系を採用。

処 理 区 数 　１処理区（上之平処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

町内の汚水処理事業については、生活排水処理施設整備構想に基づき、経済性、効率性等を重視して、整
備が推進されてきた。広域化、共同化、最適化等への取組については、具体的な検討等には至っていな
い。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

平成29年度

平成28年度 平成28年度

平成27年度 平成27年度

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成29年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

・現行使用料体系は平成29年4月1日に改定。（前回は平成19年4月に改定）
・全下水道事業（公共、特環、農集、小規模、生排）で同一の使用料体系を採用している。
・基本使用料と従量使用料を併用した体系となっており、使用量の増加応じて使用料単価が高くなる累進制
（累進度1.2）を採用している。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

・未導入

・未導入

 イ　指定管理者制度

・処理場維持管理等については民間業者に委託。
・包括的民間委託は未導入。

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

・環境上下水道課下水道担当にて、他の下水道事業と一体的に運営。
・平成29年度現在の職員8名（公共3名、特環4名、農集1名）

民 間 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

※特になし

職 員 数

・特になし

・特になし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）



２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

１）建設改良費の財源
・建設財源となる国庫補助金や地方債については、建設改良費の内容に応じて、現行の国の制度により算定される額を計上している。
・国庫補助金：33百万円　地方債：30百万円

２）下水道使用料・一般会計繰入金
・下水道使用料単価は平成29年度実績で160円/㎥であり、汚水処理単価800円/㎥に対して経費回収率は25.0％となっているため、使用
料を改定し経費回収率を向上させることが、経営健全化のために必要である。今回策定の経営戦略では、利用者の急激な負担増を回避
することを考慮した改定率による定期的な使用料改定を行うことを加味しており、段階的に経営の健全度を向上させることを目指す。
・一般会計繰入金は、繰出基準に基づく公費負担分や使用料収入で賄えない汚水処理費への補填等に充てるため、平成29年度には約
960万円が繰り入れられ、そのうち約300万円が基準外繰入金となっている。
・将来的な人口減少や厳しい財政状況等を鑑みると、過度な一般会計への依存は望ましくなく、自立した下水道経営のために、基準外繰
入金を中心に、一般会計繰入金の削減に努めることが必要となる。

'投資・財政計画の対象期間（H30～H39）における投資計画としては、以下の事業を位置付けている。

１）上之平浄化センター　電気設備更新事業
約１．４億円（H38～H39）

２）マンホールポンプ　設備更新事業
約２千万円（H32～H33）

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

【身延町下水道事業　経営の基本方針】
身延町の下水道事業は、５つの事業により、町内の生活環境の向上等に大きな貢献をしてきました。
しかしながら、施設の老朽化や人口減少に伴う税収・使用料収入の減少等の様々な課題を抱えています。
今後も健全で安全な事業運営を図るために、以下のような基本方針を位置付け、これに基づき各施策に取り組んでいきます。

１．老朽化対策の推進
■機械・電気設備を中心とする設備の老朽化に備え、持続可能な下水道事業運営を図るため、ストックマネジメント計画の策定等の老朽
化対策に積極的に取り組んでいく。

２．経営の健全化
■下水道事業の経営健全化を図るため、下水道使用料を適正な水準とすることにより経費回収率の向上を図るとともに、一般会計繰入
金への過度な依存を解消し、自主性の高い経営を目指す。また、経営状況を的確に把握・分析するために、地方公営企業法を適用し、公
営企業会計の導入に着手する。

３．効率的な汚水処理の位置付け
■下水処理の効率化を図るため、施設の統合、再構築等を検討していく。

４．各種政策への取り組み
■下水道事業を持続するために、国が打ち出す「PPP/PFI」や「広域化・共同化・最適化」等の施策に積極的に取り組む。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字
の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

投資・財政計画の対象期間における投資以外の経費としては、以下の事項を位置付けている。
１）維持管理費
・過去の実績等を基に算定しており、年間約400万円で推移する見通しである。
２）公債費
・今後公債費（元金・利息）は年々減少する見通しであり、平成39年度には約150万円となる見通しである。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組
・上記以外の今後の財源確保に関する取組について、国の動向や他都市の状況を注
視し、必要に応じて検討を進める。

・資産活用により収入増加の取組について、現時点では採算性が低いため予定してい
ないが、同規模都市等での実施事例等を踏まえ、採算性のある資源活用方法を継続的
に調査する。

・下水道事業の経営安定化のためには、使用料収入を適切な水準に設定する必要が
あり、定期的な使用料の見直しを行う。

使用料の見直しに関する事項

・上記以外の取組について、国や県の動向や他都市の状況を踏まえ、必要に応じ検討
する。

・国や県の指導方針や他自治体の動向等も加味しながら、本町で導入可能な手法の検
討を必要に応じ検討する。

・平成31年度よりストックマネジメント計画の策定を予定しており、改築更新事業に係る
事業費の平準化を図り、事業運営の安定化を図る。

・国や県の動向や周辺自治体の状況も考慮しながら、必要に応じて検討する。広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項



③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

・運転方法の見直し等による薬品費の削減に努める。

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

・国や県の方針や他都市の動向等を踏まえて、PFI等の導入も将来的な選択肢の一つ
として、必要に応じて検討する。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

・各年度決算状況をチェックし、PDCAサイクルによる進捗管理を行う。戦略の更新は５年程度を
目途に実施する。

職員給与費に関する事項
・定員適正化計画を踏まえつつ、常に必要な職員数を検証し、事業の重要性や業務内
容など必要に応じて適切な人員配置を行う。

動力費に関する事項 ・運転方法の見直し等による動力費の削減に努める。

修繕費に関する事項
･施設ごとの老朽化状況、ストックマネジメント計画等を踏まえて、適切な時期に修繕を
実施し、更新費用の平準化に努める。

委託費に関する事項 ・維持管理内容の見直しや新技術の導入等により委託費の削減に努める。

その他の取組 ・技術者や企業会計等に精通した人員の確保や職員研修等に積極的に取り組む。

薬品費に関する事項



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 8,847 12,527 14,826 10,173 10,174 10,269 10,497 10,653 9,400 8,760 6,385 5,563

（１） (B) 1,323 1,387 1,432 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

ア 1,323 1,387 1,432 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

イ (C)

ウ

（２） 7,524 11,140 13,394 8,973 8,974 9,069 9,297 9,453 8,200 7,560 5,185 4,363

ア 7,524 9,140 10,394 8,972 8,973 9,068 9,296 9,452 8,199 7,559 5,184 4,362

イ 2,000 3,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1

２ (D) 5,123 8,303 9,975 5,470 5,220 7,214 5,761 5,210 5,043 4,908 4,804 4,759

（１） 3,620 6,939 8,755 4,399 4,300 6,357 4,839 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300

ア 534 553 674 700 700 700 700 700 700 700 700 700

イ 3,086 6,386 8,081 3,699 3,600 5,657 4,139 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

（２） 1,503 1,364 1,220 1,071 920 857 922 910 743 608 504 459

ア 1,503 1,364 1,220 1,071 920 857 922 910 743 608 504 459

イ

３ (E) 3,724 4,224 4,851 4,703 4,954 3,055 4,736 5,443 4,357 3,852 1,581 804

1 (F) 5,241 485 0 299 14,210 31,675 23,348 455 459 463 466 471

（１） 99 6,300 15,291 10,622 0 0 0 0 0

（２） 5,241 485 0 710 1,480 1,322 255 259 263 266 271

（３）

（４）

（５） 0 7,000 14,704 11,204 0 0 0 0 0

（６）

（７） 200 200 200 200 200 200 200 200 200

２ (G) 8,965 4,709 4,853 5,002 19,164 34,730 28,084 5,898 4,816 4,315 2,047 1,275

（１） 4,396 0 14,000 29,408 22,407 0 0 0 0 0

（２） (H) 4,569 4,709 4,853 5,002 5,164 5,322 5,677 5,898 4,816 4,315 2,047 1,275

（３）

（４）

（５）

３ (I) △ 3,724 △ 4,224 △ 4,853 △ 4,703 △ 4,954 △ 3,055 △ 4,736 △ 5,443 △ 4,357 △ 3,852 △ 1,581 △ 804

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

平成39年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

本年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

平成36年度 平成37年度 平成38年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

平成39年度本年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度

(J) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(K)

(L)

(M)

(N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(O)

(P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 1,323 1,387 1,432 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（T)

(U)

(V) 1,323 1,387 1,432 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(W)

(X) 46,679 41,970 37,117 32,214 33,350 43,319 48,264 42,366 37,550 33,235 31,188 29,913

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

7,524 9,140 10,396 8,972 8,973 9,068 9,296 9,452 8,199 7,559 5,184 4,362

4,949 6,071 6,073 5,873 5,874 5,969 6,197 6,353 5,100 4,460 2,085 1,263

2,575 3,069 4,323 3,099 3,099 3,099 3,099 3,099 3,099 3,099 3,099 3,099

5,241 485 0 0 710 1,480 1,322 255 259 263 266 271

0 10 10 202 255 259 263 266 271

5,241 485 0 700 1,470 1,120 0 0 0 0 0
12,765 9,625 10,396 8,972 9,683 10,548 10,618 9,707 8,458 7,822 5,450 4,633

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

本年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

93 92

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

100 97 98 82 92 96

0 0 0 0

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 173 96

0 0 0 0 0 0赤 字 比 率 （ ×100 ） 0 0

95 95

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金


